日本獣医臨床病理学会
学術集会における利益相反の開示

発表者のいずれかが過去3年間以内に、発表内容に関連する一つの企業や営利を目的とする団体から下記の報酬などを受領した場合、発表内のスライド（タイトルの次のページ）において開示しなければならない。

1)  役員および顧問として報酬を受ける場合
2)  株式を保有する場合
3)  特許使用料を受領した場合
4)  会議の出席や講演等に対して日当、講演料を受領した場合
5)  パンフレットなどの執筆に対して原稿料を受領した場合
6)  研究費（受託研究費、共同研究費など）を受領した場合
7)  奨学寄付金を受領した場合
8)  企業・団体が提供する寄付講座に所属する場合
9)  研究に使用される試薬・機器などを無償もしくは特に有利な価格で提供された場合や、データ解析その他の役務の提供を受けた場合
10)  研究とは無関係な旅行、贈答品など、特別な便益を提供された場合

